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第３回ＢＴ戦略推進官民会議議事概要（案） 

 

日 時：平成２０年１２月１１日（木）１７：２９～１８：０５ 

場 所：中央合同庁舎４号館 １２階 内閣府１２０８会議室 

 

出席者：青木初夫、歌田勝弘、大石道夫、大島美恵子、北里一郎、北野大、 

    長岡貞男、中村道治、永山治、林裕造、平田正、古谷由紀子、堀江武、 

    本庶佑、和地孝 

    内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、厚生労働副大臣、 

    農林水産大臣政務官、文部科学大臣政務官、 

    経済産業大臣政務官、環境大臣政務官、 

    内閣府政策統括官、内閣府審議官、内閣府大臣官房審議官 

 

議 題 １．ドリームＢＴジャパンについて 

    ２．「フォローアップ作業部会」および「国民理解推進作業部会」に 

      ついて 

    ３．その他 

 

（配付資料） 

  資料１－１ 「ドリームＢＴジャパン」中間とりまとめからの修正箇所 

        （新旧対照表） 

  資料１－２ 「ドリームＢＴジャパン」中間とりまとめの修正版 

  資料２－１ ドリームＢＴジャパン概要版（案） 

  資料２－２ ドリームＢＴジャパン（案） 

  資料３－１ 「フォローアップ作業部会」の開催について 

  資料３－２ 「国民理解推進作業部会」の開催について 

 

議事概要： 

 

（本庶座長）それでは定刻となりましたので、ただいまから第３回ＢＴ戦略推

進官民会議を開催させていただきます。 

 本日は、ご多忙のところご参集いただきまして、大変ありがとうございます。 

 まず、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

（藤田政策統括官）本日の配付資料でございますけれども、お手元の「第３回

ＢＴ戦略推進官民会議議事次第」という一番上にある資料の下の方に配付資料

の一覧がついてございます。 
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 本日配付しております資料は６種類、資料１－１から３－２まででございま

す。恐縮でございますが、ご確認いただきまして、もし不足等ございましたら

事務局にお申し付けいただきたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

（本庶座長）それでは、過不足ございませんでしたら議事に入らせていただき

ますが、プレスは退場をお願いできますでしょうか。 

（プレス退場） 

（本庶座長）それでは、早速でございますが、議題（１）に入らせていただき

ます。 

 （１）ドリームＢＴジャパンについてということで、作業部会の会長、長岡

委員よりご報告をお願いいたします。 

（長岡委員）かしこまりました。 

 作業部会の部会長を務めさせていただきました、一橋大学イノベーション研

究センターの長岡です。報告をさせていただきます。 

 資料の１－１をごらんください。「ドリームＢＴジャパン」中間とりまとめ

からの修正箇所の新旧対照表であります。６月26日のこのＢＴ推進官民会議の

後、３回の作業部会を開催しまして、記載内容の充実、それからそれをサポー

トする資料の作成等を行ってまいりました。 

 変更点に注目してご説明いたします。１ページ目にありますように、より正

確な表現となるように若干の字句等の修正を行っております。 

 それから２ページ以降にありますように、重要な行動計画の項目の追加をし

ております。例えば、２ページ目の下の方にございますが、「植物バイオ、環

境バイオなどの研究を進める上で必要な拠点の整備」ということを具体的に書

いております。 

 それから３ページ目でございますが、健康研究推進会議という組織ができて

おりますが、これに司令塔機能を果たしていただくということを記載しており

ます。 

 それから３ページ目の中の方でございますが、有効性・安全性が確認された

特定保健用食品に関して、国民への情報提供を強化していくということの項目

を追加しております。 

 また、今後の体制でございますが、４ページ目にありますように、バイオテ

クノロジーに関する国民理解の推進が非常に重要だということで、部会を開催

することは既に提案させていただいておりますが、名前を「国民理解推進作業

部会」という形にさせていただいております。 

 それから、同時に５ページにありますように、ドリームＢＴジャパンの11項

目の着実な実施をフォローアップするために、フォローアップ作業部会を開催
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するという、二頭立ての体制にするという提案をさせていただいております。 

 それでは、以上が主な変更点でございますが、資料の２－１及び２－２に提

案の報告の中身がございます。簡単にドリームＢＴジャパンの内容を概要版、

資料２－１に則してご説明をいたします。 

 ドリームという言葉は、もちろん夢という意味がございますが、１ページ目

にございますように「Drastic Reform with Effective and Agile Movements 

for BT innovation in Japan」の頭文字を取っておりまして、バイオテクノロ

ジーによるイノベーション促進に向けた抜本的強化方策と、そういう意味でご

ざいます。 

 それで１ページ目をめくっていただきますと、「はじめに」のところでは、

今回ドリームＢＴジャパンを作成した背景を書いております。資料等を見てい

ただいてもわかりますように、日本でバイオテクノロジーの応用は進んではお

りますが、やはり欧米の企業、欧米の状況と比べますと、ＢＴの実用化にまだ

かなり遅れをとっていると。それからもう一つは、最近はアジア諸国の研究能

力の強化というのが非常に目覚ましく進展をしておりまして、現状のままいき

ますと、我が国のバイオ産業の活力がかなり大幅に損なわれると、そういう危

険もあるということを危惧しておりまして、そういう背景で新たなＢＴ戦略を

策定したということが記してございます。 

 それから、２番目のＢＴ戦略大綱策定以降の状況ということでございまして、

ここでは、そういう状況にあります中で、今後対応すべき課題として３点を述

べております。１つは、基礎研究の成果を新産業に結びつける取り組みという

ものの強化が必要だということ。それから２番目は、食糧問題解決のためには

ＧＭＯの研究、現場での研究の実施が不可欠であること。それから３番目は、

環境問題の解決のためには食料との競合を避けながら、新たなバイオ燃料等を

つくる研究開発が必要だという３点が記載してございます。 

 １ページをおめくりいただきまして、３ページをご覧ください。ここでは、

活力ある日本を築き上げるために、総力を結集して取り組むべきバイオテクノ

ロジーの強化方策として、３分野11項目を記載しております。創造的研究開発

によるフロンティア開拓の加速化、それから新技術の開発の加速と社会への迅

速な普及、国民理解の促進という、この３つの分野で11項目にまとめておりま

す。 

 １ページおめくりいただきまして、５ページをごらんください。ここでは、

官民が協働で取り組むべき最重点課題として、バイオテクノロジーに関する教

育や国民理解の促進を取り上げておりまして、それを推進していく母体として、

国民理解推進作業部会を開催すること。それから、この11項目をフォローアッ

プして着実に実施できるような体制をつくるために、フォローアップ作業会を
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開催すること。この２つを提案させていただいております。 

 以上、概要版でご説明をさせていただきましたけれども、本文につきまして

は資料２－２に詳しく説明がございますので、ご覧いただければと思います。 

 以上、簡単ではございますが、ドリームＢＴジャパンを説明させていただき

ました。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの長岡先生からご説明いただいた、このドリームＢＴジ

ャパンにつきまして本会議を開催いただいております野田大臣からまずご意見

をいただきたいと思います。 

 大臣、お願いいたします。 

（科学技術政策担当大臣）皆様こんにちは。本日はお忙しい中のお集まりあり

がとうございます。 

 私が、このたび科学技術政策担当大臣を仰せつかりました野田聖子です。 

 大臣がたびたび代わるので、皆様方には大変ご迷惑をかけると思っておりま

すけれども、科学技術政策というのは大臣が代われども普遍の日本の英知であ

りますから、ぜひとも皆様方にはバイオテクノロジーの優者ということで、今

後も我々の将来の夢のためにぜひともご活躍いただきたいということを、まず

初めにおわびかたがたお願い申し上げる次第であります。 

 時間の都合があり、いろいろ話せば長くなってしまいますので、まとめたも

のを読み上げさせていただきたいと思います。 

 まず、ご報告いただきましたドリームＢＴジャパンにつきまして一言申し上

げます。 

 まず、お作りいただきました長岡先生を始め、作業部会の先生方には心から

御礼申し上げたいと思います。 

 さて、12月８日に開かれました総合科学技術会議の本会議において、平成21

年度科学技術予算の編成に向けての提言を決定いたしました。その中で、我が

国の優れた技術を活用した温室効果ガス削減等に貢献する環境エネルギー技術

を最重要政策課題の一つとして、重点的に取り組むことを求めています。 

 私としても低炭素社会の実現のためには、革新的な技術開発は不可欠であり、

例えばセルロースなど食べられない部分からバイオ燃料を効率的に製造するよ

うな次世代技術の開発は重要と考えており、ドリームＢＴジャパンに示されて

いる取り組みの成果に期待をしたいと思っております。 

 また、昨年は我が国発の画期的技術として、京都大学の山中教授によってｉ

ＰＳ細胞の樹立がなされました。先の総合科学技術会議の本会議で直接山中先

生からお話をお伺いいたしましたが、ｉＰＳ細胞の実用化に向けた競争は国際

レベルで極めて早いスピードで進んでいるため、規制面を含めてオールジャパ
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ンの体制でスピード感を持って支援していくことが不可欠と痛感していたとこ

ろであります。これへの対応としても期待したいしたいと思います。 

 さらに、遺伝子組み換え技術など新しいバイオテクノロジーの推進には、国

民理解の促進が必須であります。私は消費者行政担当大臣という面からも、特

に国民の視点に立った食の安全・安心の確保などに関するリスクコミュニケー

ションについては、官民が力を合わせて積極的に取り組んでいってほしいと思

います。 

 本日、取りまとめられましたドリームＢＴジャパンには、我が国のバイオテ

クノロジーを強化し、活力ある日本を創造していくための具体的な方策が示さ

れております。政府としてもこれに精力的に取り組んでまいりたいと思います。

１年近くご検討いただきました先生方には、心から感謝を申し上げます。 

 付け加えることとして、私はこのたび21の担当を仰せつかっております。科

学技術政策担当はもちろんですけれども、宇宙開発も担当していますし、ＩＴ

もやっておりますし、食品安全も担当させていただいています。その他にも中

国の遺棄化学兵器とか、交通安全、または自殺対策とか、社会が取り組まなけ

ればいけない様々な問題を内閣という１つの屋敷で、本当に数少ない人数と少

ない予算で頑張ってきているわけですけれども、そんな中、科学技術に関しま

しては、先生方の本当にボランタリーな精神のもとでここまで進展させていた

だいているということに深く敬意を表しています。とりわけバイオテクノロジ

ーというのは、まさに科学技術の中では、もう既に多くの国民が認知している、

日本が誇る科学技術であると受けとめております。 

 最後に申し上げたいのは、ここのＢＴ戦略推進官民会議に来る前に、私は消

費者行政推進担当大臣として、実は薬害被害に遭われた患者さんたちと会議を

していました。サリドマイドの患者さんと、ＳＪＳの患者さんたちです。そこ

でいろいろと消費者行政がどうあるべきかという話をする中で、やはりぜひと

もどの科学技術においても、常に国民一人ひとりの命を考えていただきたいし、

やはり将来の喜びのために貢献していただきたいということを心からお願い申

し上げまして、感謝の気持ちを込めて報告させていただきます。 

 ありがとうございました。 

（本庶座長）大臣、大変ありがとうございました。 

 それでは、そのほかの副大臣、あるいは政務官の方々からご発言いただけた

らと思います。 

 どうぞ。 

（厚生労働副大臣）厚生労働副大臣の渡辺孝男でございます。 

 今般、ドリームＢＴジャパンとして取りまとめていただいた、我が国のバイ

オテクノロジーによるイノベーション促進に向けた強化方策は、バイオテクノ
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ロジーの発展につながるものであり、バイオテクノロジーの発展は厚生労働省

が目指す安全・安心で質の高い健康生活の実現のため、大変重要なものである

と考えておる次第でございます。厚生労働省としましては、例えばバイオテク

ノロジーを活用して創出された遺伝子組換え作物の食品としての安全性の確保

や国民理解の促進等について、内閣府や農林水産省と協力をしながら引き続き

取り組んでいきたいと、そのように考えております。また、国民の健康と福祉

の更なる向上が図られるよう、例えばバイオテクノロジーを活用しました医薬

品の開発等の課題に引き続いて取り組んでいきたいと、そのように考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 ほかの先生方いかがでございましょうか。 

（農林水産大臣政務官）農林水産大臣政務官をお引き受けさせていただいてお

ります江藤拓と申し上げます。 

 我が省は、いろいろと事故米の問題であったり、食料自給率の低下であった

り、さまざまな問題を抱えておりますが、皆様方には大変なご協力を賜りまし

てありがとうございます。 

 昨今の我が国の農林水産業をめぐる情勢を踏まえて見ますと、食料供給力の

強化、それから食の安全・安心の確保、国際的な技術協力など、重要な政策課

題が我が省にはたくさんございます。 

 このため、農林水産省におきましては、世界をリードしておりますイネゲノ

ム研究を活用した超多収穫の飼料用米の開発、それからネリカ米への乾燥耐性

の付与など、国内外のニーズに基づいた研究開発にも取り組んでいます。国内

のことについても海外についても、ＢＴが非常に生かされているということに

大変感謝をしているところでございます。これらの研究開発の推進に当たりま

しては、バイオテクノロジーの活用がまさにポイントとなるわけでございまし

て、今回、お取りまとめをいただきましたこのドリームＢＴジャパンを活用し

ながら、今後とも農林水産行政を力強く推進してまいりたいと思いますので、

有識者の諸先生方のさらなるご協力を賜りますように心からお願い申し上げま

す。 

 ありがとうございました。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ。 

（文部科学大臣政務官）皆様、本日は大変にご苦労さまでございます。文部科

学大臣政務官の浮島とも子でございます。 

 常日ごろ、本当に文部科学行政に対しましてご支援を賜り、心から感謝申し
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上げます。ありがとうございます。 

 最近のライフサイエンスをめぐる政策といたしましては、総合科学技術会議

により策定をされました革新的技術戦略に基づいてｉＰＳ細胞応用等を含む革

新的技術の推進に向けた検討が行われており、また産業界と関係大臣との対話

の場である革新的創薬等のための官民対話が、定期的に開催をされているとこ

ろでございます。さらに、省庁横断的に橋渡し研究及び臨床研究を統一的かつ

重点的に進める司令塔といたしまして、健康研究推進会議が新たに設置された

ところでありまして、そこで先端医療開発特区としての課題選択が行われるな

ど、活発な動きが見られているところでございます。 

 このようなさまざまな動きに加えまして、ＢＴ戦略推進官民会議におきまし

ては、関係者のご尽力によりまして、本日、ドリームＢＴジャパンが取りまと

められました。文部科学省といたしましても、以上のような状況を踏まえまし

て、今後とも病気の原因を解明する基礎研究から医薬品の開発につながる応用

研究、そしてこれを担う人材育成等を強化するとともに、国民とのコミュニケ

ーションを積極的に行い、ライフサイエンス全体の推進をこれからも全力で行

ってまいりたいと思いますので、どうか今後とも皆様のお力添えを賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 どうぞ。 

（経済産業大臣政務官）皆様こんにちは。経済産業大臣政務官を務めておりま

す松村祥史でございます。 

 まず、委員の皆様方に取りまとめていただきまして大変ありがとうございま

した。本案では、我が国が強化すべき11の項目を示していただき、大変意義深

いものがあると感じております。項目別に見ましても、バイオ燃料の生産技術

やバイオマス資源を用いてプラスチックの原料を生産する技術など、私ども経

済産業省が先頭に立つべき項目を含めまして、医療、食料、環境分野などで、

関係省庁が連携して推進すべき、現時点での最重点項目が盛り込まれたものと

認識をしております。 

 バイオテクノロジーの活用を推進するに当たっては、これから国民の皆様方

の大きな理解が必要であると思っております。そういう意味でも本報告書の国

民理解推進作業部会の果たす役割というのは大変大きなものがあると思ってお

ります。経済産業省といたしましても、関係省庁のみならず民間企業とも連携

をしながら、今後、施策の実現に務めてまいりたいと思っておりますので、ど

うぞ引き続きご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 
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（本庶座長）ありがとうございました。 

 どうぞ。 

（環境大臣政務官）環境大臣政務官、古川でございます。 

 人類の直面するこの地球温暖化対策ということで、環境省と致しましては、

低炭素化社会を実現しなければならないと。このために、このＢＴが非常に重

要な科学技術であるということを認識いたしております。したがいまして、こ

れまでにも、ガソリンに混合させるバイオエタノールの生産技術の開発、そし

てこれを使用した実証試験などを実施してきたところであります。 

 また一方で、私ども環境省は生物多様性の維持確保ということも大事な使命

だと考えております。生物多様性条約のカルタヘナ議定書に基づきまして、遺

伝子組換生物の影響評価、モニタリング、情報提供等を関係省庁の皆さんとの

協力、連携をもとに適切に推進しまして、野生動植物への悪影響、これを未然

防止してまいってきておるところでございます。 

 以上です。 

（本庶座長）どうもありがとうございました。 

 それでは、作業部会のメンバーの先生方から何か補足、あるいはご意見、追

加されることございますか。どうぞ、北里委員。 

（北里委員）北里でございます。 

 ドリームＢＴジャパンの１項目め、研究基盤の強化と11項目め、国民理解の

推進について付言させていただきます。 

 農林水産業は地球温暖化の影響を大きく受ける分野であることから、バイオ

テクノロジーを含む先端技術を活用し、対応していく必要があります。研究開

発促進のためにＧＭＯなどの拠点整備に取り組むことは喫緊の課題であります。

また、バイオテクノロジーの利用に当たって欠かせない点は、国民理解の促進

です。新しく作業部会が開催されることとなりますので、この作業部会が積極

的に活動し、消費者は当然のことですが、生産者に対しても理解の推進を行う

ことが肝要と考えております。 

 以上でございます。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ、青木委員。 

（青木委員）作業部会の青木でございます。 

 医薬、医療、医療機器の分野は非常に大きな成長性を秘めた期待される領域

でございますが、それを実現するためには、先進国だけではなしに、途上国と

の激しい国際競争を勝ち抜いていけるよう、思い切った戦略の策定とスピーデ

ィーな実施が必須であります。 

 ドリームＢＴジャパンには具体的な戦略課題がきちんと述べられておりまし
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て、バイオ分野を大きく進展させることができるというふうに期待しておりま

す。革新的創薬等のための官民対話というような会が、今、産学官を含めて持

たれておりまして、医薬、医療機器に関する課題や戦略の議論が行われており

ます。大切なことは、基礎研究の充実と、それから実用への橋渡しであります。

スーパー特区もスタートいたしました。我々医療に関連する産業、医薬、医療

機器等の産業は基礎研究の成果を一日も早く国民に提供すると同時に、この優

れた研究開発力と技術力でもって世界をリードする立場になりたいというふう

に考えております。 

 ありがとうございます。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 ほかの委員の方はよろしゅうございますでしょうか。 

（和地委員）医療機器の立場で一言申し上げたいと思います。 

 先ほど野田大臣のお話でｉＰＳ細胞の話がありましたけれども、今、日本の

再生医療というのは世界のトップレベルだと思いますし、これからもＮｏ．１

のポジションを取るべきだと思います。 

 ただ、留意すべきこととして、やはり医療機器とのドッキングによるハイブ

リッドということを考えないと、スピードが出ない。たとえが悪いですけれど

も、新型インフルエンザでワクチンの話が出ていますけれども、注射器の話は

全然出ていません。注射器がないとワクチンは打てないのですけれども、そう

いう話にならないように、やはり再生医療をスピードあるものとするには医療

機器とのハイブリッドが必要だと思います。例えば、再生医療では、心筋を育

成して張り付けるシート、これも不可欠ですし、ベーシックにはいわゆる培養

をするときにクローズドの装置というのは不可欠なんですね。ですから、そう

いうトータルで医療機器との関係を考えていきませんとスピードが出ないとい

うことで、この辺は留意すべきだと思います。 

（本庶座長）どうぞ、歌田委員。 

（歌田委員）日本バイオ産業人会議の世話人代表を務めております歌田でござ

います。 

 まず、ドリームＢＴジャパンをまとめ上げられました皆様に厚く感謝申し上

げたいと思います。一日も早く実現できるようにオールジャパンで進めてまい

りたいと存じます。 

 産業界としての願いは、イノベーションの成果であります日本の高い技術、

バイオ技術を活用して、新産業を創出するということでございますが、そのた

めにはどうしても国民理解を進めていく必要性を強く感じております。 

 今回、国民理解推進作業部会とドリームＢＴジャパン全体のフォローアップ

作業部会の開催を掲げられました。速やかに次のアクションにつなげられるよ
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うに、両作業部会を直ちに開催をしていただきいというふうに思いますし、ま

た、これらの作業部会においては、具体的な活動、責任部署、スケジュール、

期間等を明確にした計画を早急に作成して、行動に結びつけていただくように

お願いいたしたいと思います。国の強いリーダーシップのもとに、産業界もあ

らゆる分野で全面的に貢献をしていきたいと存じております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 どうぞ、平田委員。 

（平田委員）私は平田と申します。経済産業省、文部科学省が連携した理系人

材の育成に関するプロジェクトに関わっております。 

 将来のバイオテクノロジーを担う人材の育成、また、バイオテクノロジーの

社会の理解を進めるためにも、初等・中等教育の段階から社会全体としての取

り組みが大変重要と考えております。産業界も教育界と連携しつつ、いろんな

取り組みをしてまいりました。中には大変な実績を挙げております事例もあり

ますが、肝心なのは、これらの活動を理科教育またはキャリア教育の一環とし

て継続的に、広く展開していく仕組みづくりが大変重要と考えております。ぜ

ひそのための施策というものをお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

（本庶座長）ありがとうございます。 

 ほかに。どうぞ、永山委員。 

（永山委員）中外製薬の永山でございます。 

 私ども製薬企業としての意見ですが、今、医薬品の大体１０％くらいがバイ

オ医薬になってまいりました。そして今後もその成長率は、医薬品市場全体の

２倍を超えると予想されています。ですから、バイオ医薬、あるいは抗体医薬

の研究開発に、ほとんどのメーカーがこれから力を入れるという状況でござい

ます。その中でやはりベンチャーの育成というのが非常に重要になってきてい

ます。ベンチャーは、バイオ医薬や抗体医薬について、動物実験のレベルで有

望な新しいシーズというものを持っているわけですけれども、ヒトでのコンセ

プト証明というところになりますと、治験用のサンプルをある程度量産をしな

ければいけない。そのつくるための設備、これが相当の投資が必要で、実際に

はここがボトルネックとなって、各社とも先に続けられない、進めないという

ことになります。 

 海外では、国や地方自治体がお金を投じて、バイオ医薬製造のための共用の

設備をつくって、ベンチャーがそれを活用するという仕組みが今、できつつあ

ります。ここのネックを取り外さないと、せっかくのシーズ、あるいはベンチ

ャーの種が花開かないということになります。具体的な話ですけれども、そこ
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への投資をＢＴ推進の立場で考えていただきたいと思いますし、革新的創薬等

の官民対話でも、こういうものを打ち出していきたいと考えておりますので、

よろしくご配慮いただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 古谷委員、どうぞ。 

（古谷委員）日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会の古谷と申します。 

 バイオテクノロジーが私たちの生活にとっても、あるいは地球的課題の解決

にとっても、非常に重要なものということは大変認識しているんですけれども、

多くの国民がよくわからない、あるいは漠然とした不安感といったものを持っ

ているのではないかと思いますので、大変国民理解の推進ということで皆さん

もおっしゃるんですけれども、やはりそういったその現状であるとか、そうい

った国民の意識といったものを十分踏まえた上で理解、推進になるといいので

はないかというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

（本庶座長）では、北野委員、どうぞ。 

（北野委員）特に、私は、ＧＭＯのリスクコミュニケーションといったムーブ

メントとまたダブりますが、申し上げたいと思いますが、いろいろ調査をして

いますと、ＧＭＯについての拒否の大きな理由として、ただ何となくというの

が一番多いんです。それは農薬とか食品添加物とは明らかに異なる理由なんで

すね。その意味でも、ぜひこれからリスクコミュニケーションとも推進して、

特に大事なことは、現在の我々が得ているＧＭＯの成果だけではなくて、将来

への発展というものを視野に入れたＧＭＯの技術の大切さ、この辺をぜひこれ

からも理解していただくと。その意味で国民理解推進作業部会ですか、今回で

きましたので、ぜひまたその作業部会にも頑張っていただきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 ほかによろしゅうございますか。どうぞ、堀江委員。 

（堀江委員）農業・食品産業技術総合研究機構の堀江でございます。 

 私どもの分野で非常に大きく貢献した技術といたしまして、「緑の革命」と

いうものがございます。お聞きになったことがあるかと思いますが、この技術

は日本で作られたものが世界に広まって、世界の飢餓を解放したという食料生

産の技術でございます。 

 今、世界的に食料、環境とも行き詰まっていますことから、第２の緑の革命

を目指さなければならない時期に来ていると思います。第１の緑の革命という
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のは、日本に蓄積された伝統的な農民の技術と新しい科学技術が融合して生ま

れたというようにとらえております。そういう意味で、こういったバイオテク

ノロジーだけではなく、その周辺の技術をうまく育てていただくことで、ぜひ

とも日本発の第２の緑の革命につなげていきたいと思っておりますので、よろ

しくご支援のほどお願いいたします。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 それでは、簡潔にお願いいたします。 

（中村委員）経団連の産業技術委員会の部会長を務めております中村でござい

ます。 

 非常に広い分野で研究開発が行われておりますし、それがまた産業にまで結

びつけるという意味で、各省の成果、データベースを共有する仕掛けをつくる

ことが非常に大事だと思っております。このために、ぜひとも日本のＩＴをこ

の分野でフルに使うというようなことを、今後考えていく必要があるかと考え

ます。 

 以上です。 

（本庶座長）ありがとうございました。 

 それでは、大体ご意見伺いましたので、このドリームＢＴジャパンについて、

このような取りまとめをさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、この内容で最終取りまとめとさせてい

ただきます。 

 なお、冊子といたしまして、これから正式に製本に移りたいと思いますが、

それに伴う多少のレイアウト、図表の軽微な修正ということが必要になろうか

と思います。これにつきましては、長岡委員と私に一任ということにさせてい

ただいてよろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、でき上がりましたら先生方にはお配りさせていただきます。 

 引き続きまして、議題の２、フォローアップ作業部会及び国民理解推進作業

部会につきまして、お諮りしたいと思います。 

 事務局から報告をお願いいたします。 

（藤田政策統括官）お手元の資料３－１、３－２についてご説明をいたします。 

 ただいま取りまとめていただきましたドリームＢＴジャパンの第４章のとこ

ろに記載がされております。２つの作業部会の開催についてでございます。 

 １つは、ドリームＢＴジャパンで明記をされました11項目の強化方策の着実

な実施を担保するためのフォローアップ作業部会、これが資料３－１でござい

ます。それからもう一つが、バイオテクノロジーに関する教育や国民理解の推

進に向けてということで、国民理解推進作業部会を開催をすること、これが資

料３－２でございます。趣旨等については、表紙に記載してあるとおりでござ
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います。 

 おのおのの資料の裏をめくってごらんいただきますと、メンバーの案が記述

されております。これにつきましては、ドリームＢＴジャパンを取りまとめて

いただきました作業部会のほうでご議論をいただいて、このような名簿になっ

ておるというふうなことでございます。フォローアップ作業部会につきまして

は、長岡委員に部会長をしていただきたいと思います。また、本日はお休みで

ございますけれども、国民理解推進作業部会につきましては西島委員に部会長

をお願いしたいというふうに考えてございます。 

 本件につきまして、よろしくご検討の上、ご決定をいただければと存じます。 

（本庶座長）ただいまご報告いただいたとおりでございますが、この２つの作

業部会の開催並びに委員ということでご了承いただけますでしょうか。ありが

とうございました。 

 それでは、大体以上で議題を終了したわけでございますが、最後に当たりま

して、座長として一言、先生方にお礼を申し上げたいと思います。 

 先生方、非常に長い間、特に作業部会の先生方につきましては、多数回にわ

たり熱心なご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。 

 未曾有の経済危機ということでございますが、これを克服するためには環境、

食料、医療、いずれもＢＴから新しい産業が生まれてくるということが非常に

期待されているところでございます。策定いただきましたドリームＢＴジャパ

ンの11項目には、そういうことが非常に的確に含まれているというふうに感じ

ており、今後の我が国の進めるべき方策が明確に示されていると思っておりま

す。 

 今回、このバイオテクノロジー推進戦略の策定に当たり座長を務めさせてい

ただきまして、大変光栄に存じております。この成果が大きく実を結ぶように、

今後とも引き続き先生方のご助力、ご助言をお願いしたいと思います。 

 どうも大変ありがとうございました。 

 それでは、以上で閉会とさせていただきます。 

 どうも大臣、ありがとうございました。 

－了－ 


